
秋山漁業協同組合内共第１０号第五種共同漁業権遊漁規則新旧対照表 

 

改   正   後 現           行 

第１条～第３条 略 

第４条。第２条に掲げる漁具・漁法を使用して遊漁

する場合で、組合事務所（住所）、別表に定める場所、

又は「秋山漁業協同組合 遊漁承認証販売所」の幟

旗（黄色地に黒字）の立つ所を納付するときの遊漁

料（表中「前売り」という。）及び遊漁する場所にお

いて漁場監視員に納付するときの遊漁料（表中「現

場売り」という。）は次表のとおりとする。 

 

 

魚種 漁 具

漁法 

期

間 

遊漁料（消費税込み） 

前売り 現場売り 

あゆ 竿

釣り 

１

日 

２，５００円 ３，６００円 

１

年 

８，０００円 ８，０００円 

や ま め 

に じ ま

す 

い わ な 

うぐい 

竿

釣り 

１

日 

Ⅰ,５００円 ３，０００円 

１

年 

５，０００円 ５，０００円 

全 魚 

種 

竿

釣り 

 1

年

９，０００円 ９，０００円 

 ２ 次表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定

にかかわらず次表右欄のとおりとする。 

小学生以下 無料 

中学生 前項遊漁料の２分の１ 

肢体不自由者 前項遊漁料の２分の１ 

女性 前項遊漁料の２分の１ 

 

 

第１条～第３条 略 

第４条。第２条に掲げる漁具・漁法を使用して遊漁

する場合で、組合事務所（住所）又は「秋山漁業協

同組合 遊漁承認証販売所」の幟旗（黄色地に黒字）

の立つ所を納付するときの遊漁料（表中「前売り」

という。）及び遊漁する場所において漁場監視員に

納付するときの遊漁料（表中「現場売り」という。）

は次表のとおりとする。 

 

 

魚種 漁 具

漁法 

期

間 

遊漁料（消費税込み） 

前売り 現場売り 

あゆ 竿

釣り 

１

日 

１，８００円 ２，４００円 

１

年 

７，０００円 ７，０００円 

やまめ 

にじま

す 

いわな 

うぐい 

竿

釣り 

１

日 

１， ０００円 １，５００円 

１

年 

４，０００円 ４，０００円 

全 魚 

種 

竿

釣り 

 1

年

８，０００円 ８，０００円 

 ２ 次表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規

定にかかわらず次表右欄のとおりとする。 

小学生以下 無料 

中学生 前項遊漁料の２分の１ 

肢体不自由者 前項遊漁料の２分の１ 

女性 前項遊漁料の２分の１ 

 

 



 

 

以下第 8 条まで略 

 

付則（施行期日） 

 この規則は令和６年１月１日から施行する。 

 この規則は令和 8 年１月１日から施行する。 

 

 

 

以下第 8 条まで略 

 

附則（施行期日） 

この規則は令和６年１月１日から施行する。 

                       

 

 

（新設） 


